
134-参-予算委員会-3号 平成 07年 10月 17日 
 
○峰崎直樹君 総理、連日大変御苦労さまでございます。 
 実は、昨日の山本先輩の質問にちょっと関連をさせたいと思うんですが、私は総理の出

身県の大分県というのは、二度ばかり行ったことがあるんですが、本当に住みやすいとこ

ろだなと思って、海産物はおいしい、そして北海道でもそうなんですが、林業というのが、

たしか日田というところには有名な杉の美林が残っておりますね。 
 私がそれを痛感したのは、今から四年前だったと思うんですが、台風十九号で大変な被

害、いまだに風倒木の問題で苦労されている。そのときに、これはたしか民間の方でござ

いましたけれども、その美林を育てるために何十年にもわたってもう本当に努力されてい

る。そういう姿を見て、ああ立派な林業というのは人の力というものが本当に重要なんだ

なということを痛感したわけであります。 
 民間の林業もそうでありますが、北海道なんか国有林が大変多うございまして、きょう

は昨日の話に続くわけでございますが、この林業というのは周期がもう五年や十年の単位

じゃなくて、私も一度、北海道大学の林業の先生のところへ行ったら、後ろの本棚のとこ

ろに大正三年に植えた木の一覧表とか、とにかく単位が五十年あるいは六十年とか、そう

いう半世紀以上にわたる大変な労力を要するという点で、これはもう本当に我々の経済予

測を超えた大変重要な課題なんだなということを痛感したわけでございます。 
 そこで総理、そういう大切な、環境のためにも大変重要であり水源のためにもまた重要

であるというこの林業、私は北海道の山々へ時々行くわけでございますが、大変荒れてい

るんです。なぜこんなに荒れているんだと聞いたら、いろんな理由があるんですが、なか

なか間伐をしない、あるいは下草を刈れないとか、本当に機械化のしにくいところがござ

いまして、何としても人手というものが非常に重要である。 
 そういう意味で、総理、昨日の話に続くわけでありますが、今国有林に働いている林業

労働者をこれ以上削減すると、もうそういう環境にとっても大変、公共財といいますか、

そういう林業がだめになってしまうんじゃないか。 
 そういう意味で、ぜひこの点について、我々自身としても何としてもこの問題について

総理の御見解をお聞きしたいと思いますと同時に、特別会計等で累積赤字がたまっている

というのはよく存じておりますが、これらについても、これは本当に広い立場でこの国有

林野事業特別会計のあり方についての御見解を最初にお聞き申し上げたいと思います。 
 
○国務大臣（村山富市君） 山林、林業の重要性については、もうきのうも申し上げたと

おりであります。その理解と認識は全く同じだと思います。 
 ただ、今お話もございましたように、国有林野事業というのは大変な赤字を抱えており

まして、その経営の健全化のためにいろいろ各般の議論もし、努力もしてきていることは

御案内のとおりです。 
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 平成二年十二月十八日の閣議了解で国有林野事業経営改善大綱というものを決定いたし

ました。また、平成三年七月に国有林野事業の改善に関する計画というものを決定いたし

まして、必要な財政措置を講ずるとともに、要員規模の適正化等自主的改善努力に努めて

きたことの経緯については御案内のとおりであります。平成七年当初の要員規模は約二万

人であったものを平成七年度末には一万七千人にする、こういう計画もあることは十分御

案内のとおりなんです。 
 今、委員からお話がございました国有林野を初めとする森林が、環境の保護の問題やあ

るいは資源の維持の問題、あるいはまた治山機能など国民生活に果たす公益的な役割とい

うものはお互いに十分わかることだと思うんです。 
 今、大分県の災害の話がありましたけれども、あの災害の状況を見ておりますと、あれ

ほど被害 
を大きくしたのは、山から崩れてきて材木が流れて、そして架橋なんかで全部材木が水の

流れを差しとめるというので水があふれて被害を大きくした。だから、そういう意味から

しますと、山林というものに対してもう少し手を加えて、そして金も入れて、しっかり保

全をしておけばああいう災害の被害の大きさというものは防げたんじゃないか、こういう

気がいたしますし、今、委員の言われた気持ちは十分わかると思うんです。 
 したがって、私は、今の山林、林業というものの現状を考え、あるいはまた本当に緑と

いうものの重要性を考えた場合に、関係者がそれなりのやっぱり工夫と努力をして、必要

な金も入れるし、あるいはまた必要な最低限の要員も確保するということの努力は必要で

はないかというふうに考えておりますから、ひとつ関係者で知恵を出し合って対応してい

ただきたいということを期待したいと思うんです。 
 
○峰崎直樹君 きょうは主要には景気の問題について議論したいと思っているわけですが、

ただちょっと私、この夏非常に驚いたことがございます。 
 運輸大臣、実は航空運賃の問題についてちょっとお尋ねしたいと思うんです。と申しま

すのは、ことしの春あたりからしきりと三五％の割引になりますよということで、一カ月

前の購入なら結構だということで、ああ随分これはいい制度が入ってきたものだな、これ

は価格破壊というのが航空運賃の世界にも入ってきたなと、こう思っていたわけです。 
 ところが夏休みになると、従来あった往復割引がきかなくなっちゃった。これは一体利

用者のためになっているのかどうなのか。予約は一カ月前でしょう。それから、解約をす

るとなったら運賃、料金を半分払わなきゃいかぬ。いわゆるキャンセル料金ですね。そし

て、一つの便には何度割り当てられているかということもはっきりしない。そして、今申

し上げたように夏休みや繁忙期は適用しない。適用しないところか、往復割引という従来

あった制度は廃止をされる。これ、どこでどういうふうに決まってきたんですか。ちょっ

と教えていただきたいんです。 
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○国務大臣（平沼赳夫君） 峰崎委員にお答えをいたします。 
 先生も御承知だと思うんですけれども、国内航空運賃に関しましては昨年の十二月に一

部法改正をいたしました。そこで、従来は認可制でございましたけれども、航空会社のい

ろいろな要望もございまして、総収入を減少させないという範囲内で、そしてまた各社の

営業政策の中で五割以内であれば割引運賃を届け出制で認めよう、こういうことで新しい

体制ができたわけであります。 
 そこで、これも広く利用者の皆様方に利用される状況になっているわけですけれども、

御指摘のお盆のときの例えは往復割引というような問題が若干ＰＲが不足だったと思うん

ですけれども、航空会社の経営的な判断によって年間の需要を平準化しよう、こういうこ

とがありまして、その判断によってそういう今御指摘のところは廃止になりました。しか

し、全体的に見ますと、やはり幅広く制限がなくてそういう形で利用者の皆様方に割引運

賃を利用していただける、こういう体制ができてきたわけであります。 
 一部航空会社がそういうことでもうけることになるんじゃないか、こんな御指摘もある

わけですけれども、しかしそういう中で一部収入減ということが幅広い割引運賃を設定す

ることによってあるわけですから、そういうことで全体的にならしてみればもうけるとい

うことにもつながらないわけでありまして、やはり営利事業者の航空会社が総合的な判断

で今まで以上に幅広く利用者の皆様方に割引運賃を利用していただこう、そういう考え方

で実施をされたことだ、こういうふうに我々は理解しております。 
 ただ、利用者の皆様方にその辺の趣旨がよく徹底していなかったんじゃないか。その辺

は我々としても、窓口で発券のときには必ず言うようにという指導をしておりましたけれ

ども、まだ不徹底な面があったと思いますので、さらにそういうことを理解を深めるよう

に周知徹底する、そういう指導もしてまいりたい、こういうことで御理解をいただきたい

と思います。 
 
○峰崎直樹君 運輸省はたしか観光の問題も管轄されている省庁だと思いますが、今、日

本の観光の中で、私は北海道におりますから非常にそういうことには敏感なんですが、か

つて北海道観光というのは随分国民の間にも要望が強かったんですけれども、最近ではも

う国内よりも海外に行くということが多くなっている。その中の大きな要因には、どうも

国内の航空運賃の問題、私はこれはきょうの景気の問題との絡みで、こういう中でもし国

際的な競争に国内の輸送体系も巻き込まれたら果たして国内の航空会社は太刀打ちできる

んだろうか。 
 その意味で、今おっしゃられたことを聞いていると、どうもそれは航空会社が自主的に

そういう制度を決められたものでしょうということですから、いやもうそれは届け出制で

すから自由に決めていいですよという範囲の中で決まったのだろう。それであるならば、

航空会社は自主的に従来のものに戻したりいろんなことができるわけですね。これは別に

カルテルを結んでよろしいということを言っているわけじゃないでしょうから。大変その
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ことを聞いて、これからいろいろと利用者の側に立って今の運賃体系というものをより合

理的なものにしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。 
 それから、一点運輸大臣に、先日ちょっと私、ウズベキスタンというところにお邪魔す

る機会がございまして、最近の成田のいわゆる入っていくときのチェックのあり方なんで

すが、これは要望だけ申し上げておきたいんですが、入っていくときの警備が依然として

大変厳重なんです。確かに、それはさまざまなテロ対策その他はあると思うのであります

が、少し過剰にわたっていないか。 
 と申しますのは、ちょうどタクシーで行ったときの運転手さんが、運転手さんの運転免

許証を見せろというところもある、もちろん携帯はしているわけですからすぐ見せること

はできるんですが、今までこんなことはなかったよとか、そういうことを言われておりま

す。そんな意味で、今成田問題もこれは解決の方向に向かっているやに聞いておりますが、

ぜひともそういった点についての過剰な警備というのはできる限りなくしていただきたい

ということも要望として申し上げておきたいと思います。答弁はよろしゅうございます。 
 さて、きょうは景気の問題でございますので、まず最初にちょっと最近の景気の問題で、

デフレに陥るんじゃないか、こういうことをよく指摘をされるわけであります。私も三月

六日の予算委員会で、デフレ経済に陥っているんじゃないかということを質問したことが

ございます。 
 ところが、後でいろんなものを読んでいたりすると、デフレーションとは一体何なのか

なと。インフレーションというのは、物価が持続的に上昇していくというのはよく説明が

ついてわかりやすかったんですが、デフレーションというのは、今の価格破壊と言われて

いる、諸外国から国際的に非常に安いエマージングマーケットから入ってくるものによっ

て価格が下がる、これもデフレなのか、何なのか。 
 いろいろわかりにくくなっておりますが、経済企画庁長官、日銀の総裁、きょうお見え

いただいているんですが、ぜひデフレーションというのは何なのか、まず基礎的なところ

を少しお聞きしたい。 
 
○国務大臣（宮崎勇君） お答えいたします。 
 インフレーションという言葉と同じように、デフレーションという言葉はいろいろの解

釈がございます。私どもは、デフレは物価が下がってそれが実体経済と申しますか、所得

ですとか雇用の収縮をもたらし、そのことがさらに物価の下落に続いて、そういう状況が

累積的にあるいはらせん状的に続いていくという状況をデフレと定義しております。 
 その典型的なケースは、各国にいろいろ見られますが、日本の場合ですと戦前の大恐慌

の場合にございまして、例えば一九二九年には卸売物価が二・八％下がり実質のＧＮＰが

ほとんどゼロ成長であったんですが、その後、一九三〇年、三一年とそれぞれ卸売物価が

一五％から一七％ぐらい下落いたしましたし、消費者物価も一二％から一四％ぐらい落ち

込み、そして名目のＧＮＰも前年に比べてそれぞれ一〇％近く低下をしたということがご

 4



ざいまして、これは典型的なデフレだと思っております。 
 今日の状況は、確かに景気の回復ははかばかしくありませんけれども、個人消費も設備

投資も非常に緩やかではありますけれども回復しております。物価も一部下落はしており

ますけれども大体安定的な状況になっておりますし、企業収益は改善が見られるわけで、

今日の状況をデフレとは私どもは定義しておりません。 
 ただ、御指摘のようにいろいろデフレ懸念というような状況が指摘されているわけで、

そういうことにならないように今回の景気対策も考えたわけであります。 
 
○峰崎直樹君 日銀総裁、今景気状況についての判断も加わりましたので、その点も含め

て、最近の景気状況はこれはデフレというふうに言い得るのかどうなのかも含めて、ちょ

っと日銀の判断を教えていただきたいと思います。 
 
○参考人（松下康雄君） 経済情勢を判断いたします場合のデフレーションという言葉の

定義等につきましては、ただいまの御説明で私は尽きていると思っております。 
 現状を日銀といたしましてどういうふうに判断しているかということでございますけれ

ども、やはりさっきちょっとお話もございましたように、例えば企業収益の点について見

ますというと、現在製造業におきましては二年連続の増益、非製造業でも五年ぶりの増益

見通しとなっておりますように、企業収益につきましてはやはり物価低下に基づく収益圧

迫が継続していると言うことはできませんし、デフレ状況に陥っているという判断はいた

しておりません。ただ全般的に、現在のようになお需給が緩んでいる状態が改善されてい

ない状況の中で物価低下的な圧力が根強いということも事実でございますから、私どもと

いたしましても、このような物価低下傾向がなお広がりまして経済全体が命のデフレ的な

状況に陥っていかないように、そこは十分に注意して対応をいたしてまいる必要があると

存じます。 
 先般、私ども公定歩合及び市場金利の引き下げ措置に踏み切ったわけでございますけれ

ども、これらの措置はそのような判断に立ちまして、景気の足踏みの長引く懸念とか、物

価の低下圧力でありますとか、マネーサプライの伸び悩みでありますとか、そういった状

況を観察の上で、金融面から景気回復を促して日本経済をできるだけ早く持続的な回復軌

道に乗せてまいりたいということで行った措置でございます。 
 
○峰崎直樹君 その物価の問題なんですが、三月六日のときにもちょっとお話をして、最

近の物価統計というのは本当に正確に反映しているんだろうかということを実は疑問を呈

したことがございます。 
 経済企画庁長官にちょっとお聞きしたいんですが、総理府の消費者物価統計、これはも

ちろんきちんと五年に一回、生活実態調査等から調査をされてやっておられるんですが、

最近、民間の企業が統計を発表するようになっています。 
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 一番典型的なのは、西友というあのいわゆるマーケットです。チェーンストアをつくっ

ておられますが、西友の指数でいくと消費者物価の下落率が五％を超えているという、こ

の近くですね。そういう調査とどうもＣＰＩの消費者物価指数の差が非常に大きいわけで

す。これは単なる調査の方法に基づくものなのか、いわゆる価格破壊と言われているよう

なものを現在のＣＰＩ統計では本当にこれはすくえるのか、ちゃんと反映できるのかでき

ないのか、このあたりについての率直な御意見をお聞きしてみたいわけです。 
 
○国務大臣（宮崎勇君） お答えいたします。 
 先生御指摘のように、政府の消費者物価指数と民間、例えば西友でつくっております物

価指数の動きは違います。私の手元にあります数字で申しますと、平成六年三月から一年

間をとりますと、政府の消費者物価指数は〇・六％上昇しておりますが、西友の指数では

五・九％のマイナスになっております。 
 これは当然のことですが、採用品目が違いますし、あるいは基準年次が違うということ

が基本的にはございます。どちらかといいますと、政府の消費者物価の場合には連続性あ

るいは総合性と申しますか全国をカバーしているという特徴がございますのに反して、西

友の場合ですとその西友の扱っている品目に限って、したがって地域的に限定されている

のと、消費者がそこで選ぶ商品を対象にしておりますから、最近の消費者が価格志向的に

なっているということでその点を反映している。どちらの物価指数がいい悪いという判断

は大変難しいわけですが、政府の消費者物価統計は一定の基準に従って連続性と全国的な

総合性ということを強調しているわけです。 
 
○峰崎直樹君 これからも、ぜひとも総務庁のＣＰＩ統計もこういう消費者の生活実態と

いうか、それにできる限り合うように改革をしていただきたいなということを述べておき

たいと思います。 
 さてそこで、きのうからきょうにかけて景気の見方について随分と議論も続いているわ

けであります。経済企画庁長官から、なぜ五十数兆円この過去四年間投入しても景気が上

昇しないのかと言われたときに、実は二つの要因をおっしゃっておりました。循環的要因

と構造的要因、こうおっしゃられたわけであります。 
 私は、その構造的要因というときには、これは資産デフレの問題だけなのかなと。むし

ろ私は、もう一つそこの中に、これは経済企画庁にお聞きしたいわけですが、どうも日本

の経済を引っ張っていくリーディング産業がなかなか見当たらなくなってきているんじゃ

ないのかなと。その意味で、新しい産業を引っ張っていく産業構造の転換と言われている

ものをある意味では今回の景気対策の中にも入れてきているというふうに理解をしている

んですが、この点もう一度、もしその点に関連して何かございましたら企画庁長官に。 
 
○国務大臣（宮崎勇君） お答えいたします。 
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 今回の景気の回復が非常に鈍いということにつきましてはいろいろの理由がございます

けれども、御指摘のように資産デフレ的な問題がございますが、もう一つ構造調整の問題

がございます。これは最近の急速な円高がいわゆる空洞化現象を起こして、それに対する

不安感があるというようなことでございますけれども、それと関連いたしまして、御指摘

のように現在は構造調整ということで産業構造が変わっていく時期でございますけれども、

新しい産業がなかなか育ちにくいという環境にございます。これは全般的に景気が悪いと

いうこと、あるいは国際競争が非常に厳しくなっているということもございますが、今回

の景気対策ではそういう意味で、新しい企業、新しいベンチャーキャピタルが出てくるよ

うな対策をいろいろの点で考慮いたしております。 
 
○峰崎直樹君 その産業構造の転換ということを図っていくときに当たって総需要を拡大

していくというやり方は、今回の中では十四兆円といった大きな規模になっているわけで

すが、真水は五兆五千億と言われておりますが、そういう総需要を拡大していくというこ

とで産業構造の転換というのはなかなか図り切れないんじゃないか、もちろんそれが土台

になって景気を押さえるということはあるのかもしれませんが。 
 そうすると私は、税制の問題で先ほどいろいろと議論になっているわけですが、その産

業構造を転換するときに今ニューインダストリーと言われている人たちが一番困っている

のは何かというと、日本の高コスト体質といいますか土地の値段が高い。これは先ほどの

清水さんの質問、いろいろやりとりを聞いていたわけですが、今、日本で新しい産業を興

そうとするときのネックになるの 
は何だろうかといったときに、やっぱりテナント科が高い、もっと言えば土地代が高いと

言われているものがある。それだけではございません。さまざまな公共料金が高いとか、

実は労賃というもののコストも非常に高くなっているということも今の中では当然だろう

と思うんですが、そういう高コスト体質というものが非常に定着をしているというところ

に大変大きな要因があるというふうになっているわけです。 
 この点に対する、やはりある意味では私、公共事業をふやすよりもむしろ法人税を引き

下げるといったような議論の方がより効果が高いんではないのかという議論をしたことが

あるんですが、この点はマクロの経済の立場からはどのようにお考えになっておりますか。 
 
○国務大臣（宮崎勇君） 日本経済は市場経済でございますので、これを主導していくの

は民間企業だと思っております。今回の対策は、内需拡大を中心にしその中で公共投資を

大きく見ているわけですが、これは公共的な事業を喚起することによってやがては民間需

要を喚起し、民間の企業に活力を与えるという考え方から出ているわけであります。 
 ただ単に需要を追加すればそれで企業に活力が戻ってくるかということではございませ

んで、先生御指摘のように、例えば土地の問題を解決しなければいけないというようなこ

ともありますが、一番大きな問題は、私は自由に経済活動ができるようになっていないと
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申しますか、それを拘束しているいろいろの規制というものが問題ではないかというふう

に思っております。それは生産の場においても流通の場においても、あるいは金融市場の

場においてもいろいろ障害になっているということが考えられるわけで、そういう意味で

規制緩和を中心にした経済構造の推進というのが非常に重要だと思っております。 
 
○峰崎直樹君 税の世界の話はまた別途やらなきゃいけないと思うんですが、大蔵大臣、

ちょっとお聞きしておきたい、あるいは大蔵省当局でも構いませんが。 
 政府税調の方でいよいよ法人税の見直しに入っているというふうに聞いております。私

は、その際、法人税の税率を下げた方がいいというときには課税ベースを拡大しようじゃ

ないかという議論になるわけですが、どうも課税ベースを調べてみると、例えば減価償却

のあり方一つとってみても、アメリカやイギリス、ヨーロッパの国々と日本の減価償却の

やり方はかなり違っている。そういう意味では課税ベースのあり方の比較などもしなきゃ

いけないと思うんですが、法人税の場合に非常に大きな規模になっている減価償却を見た

ときに、この減価償却がもしデフレーション、価格破壊といいますか物価が下がってきて

デフレ状態になってきたときには、いわゆる名目でもって減価償却がふえるということは、

この中に必然的に物価低下分だけの利益が入ってこないだろうかという感じがするんです

が、この点ほどのように考えられておりますか。 
 
○政府委員（薄井信明君） 今、二つの御質問があったかと思います。 
 最初に、法人税負担の話に関しましては御指摘のように現在議論を始めております。そ

の際に、税負担、法人税の負担全体を下げるためには財源が要りますから、財源問題とし

てどうするかという問題がありますし、法人税収を一定にしたまま税率を下げるには課税

ペースを広げていくと、こういう議論がされております。当面、課税ベースの拡大を図り

ながら、その中で税率を下げていくという方向を探っていくということになろうかと思い

ます。 
 それからもう一点の、課税ベースを広げる場合に減価償却の問題が出てきました。これ

はおっしゃるように、日本は日本の方式でやっておりまして、これは伝統ある沿革を持っ

ているわけでございますが、他国とは違うところもあります。ややそういう意味では甘い

面があろうかと思います。こういう現在のような物価の状況のもとで直接的にどう考えて

いいのか、問題は難しいところがありますが、減価償却取得費、取得したときに幾らかか

ったかというものを償却していくという会計の考え方からすれば、おっしゃる点まで考え

ていくことはないんではないかなと思っております。 
 
○峰崎直樹君 また、いずれ税調の場でも議論したいと思っておりますが、さて、ちょっ

と横に外れましたけれども、景気の問題にまた戻ってまいりたいと思うんです。 
 日銀総裁、先ほど公定歩合を引き下げた理由についてお話を申された中でマネーサプラ
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イの問題があったわけです。今私もいろんなものを読んだりして、他人の知恵なんでござ

いますが、借り物の知恵なんですが、どうも先ほどもおっしゃった一九二九年から三〇年

にかけて大恐慌、これが典型的なデフレーションの姿だというふうに言われているんです

が、そのときと今とではもちろんさまざまなインフラが変わっているということ、制度も

変わっているということはわかるんでありますが、そのときの教訓として一番大きな要因

は財政よりも金融面のショックだったと、こういうふうに言われているわけです。 
 一九三〇年代を調べてみますと、有名な井上準之助さんという大蔵大臣が金本位制へ復

帰して、そしてそのことで大変なデフレになっている。金本位制から離脱した後、そのマ

ネーサプライを非常に自由にふやすようになって初めて物価も上がり景気も回復している

と。こういう状況で、金融的な要素が非常に強いというふうに言われているわけです。 
 最近の統計、少し上がってきているようなんですが、マネーサプライの伸び率は二つの

四半期、つまり半年おくれで大体名目ＧＤＰの伸び率になるというふうに言われているん

ですが、この点、そうすると景気をよくしていくためにはマネーサプライのコントロール

が重要だというふうに言う識者と、それから、いやそれはもうコントロール、金融自由化

になって以降はますますこれはできなくなったんだと、こういう二つの議論があると思う

んですが、この点は日銀は今どのような見解をお持ちになっているんでしょうか。 
 
○参考人（松下康雄君） 私どもの持っておりますマネーサプライに関する考え方と申し

ますと、日本経済の動きを観察しておりますと、日本経済の中に何か大きな変化が起こっ

てまいりますと、それはマネーサプライの変動を伴っているということが多うございます

ので、マネーサプライの動向というものは経済の動向を把握してまいります上で非常にや

はり重要な指標であるというふうに考えているわけでございます。 
 それから、さらにその場合に、マネーサプライをコントロールすることによりまして今

の経済政策あるいは金融政策を動かしていくことがどうかということでございますけれど

も、その点につきましては、私どもの考えは、マネーサプライの増減を引き出しますのに、

マネーの面での需要と供給の両面がございますから、実体面でマネーの需要が出てくる、

つまり経済の実体の中からそういう需要が出てくる時期に、これに必要な流動性を供給す

ることによりまして経済をより速やかに円滑に拡大をさせるということはできるわけでご

ざいますけれども、需要の面が伴わない段階におきまして、それではマネーサプライを増

加させることによって経済の上向きの力をふやすことができるかどうかということになり

ますというと、ここはやはりある程度それが逆に市場におきます金利の乱高下を招くとい

うような結果も考えられないことはございません。 
 そういうことでございますので、私どもといたしましては、今政策目標といたしまして

は、金利の動向に注目をいたしまして、現在の段階で申しますと、円滑で安定的な低い水

準の市場金利が形成されるような、そういう限度での市中での資金の量の調整をいたして

いるわけでございますが、マネーサプライそのものの方を直接の政策目標として動かして
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いくというような考え方には立っていないわけでございます。 
 
○峰崎直樹君 今お聞きしておりまして、潤沢に 
低金利で、本当に経済を活性化するために努力をしておられる。私もぜひともそれはお願

いしたいと思うんですが、実体経済を調べてみると、最近は中小企業に対する融資という

のが依然としてまだよろしくない、こういうデータがやはり我々のもとに入ってきている

わけです。その意味で、金融面において中小企業に対する今後の対策というものを、これ

は中小企業庁、通産省の所管でございましょうか、ぜひともよろしくお願いしたいという

ふうに思います。 
 さて、景気の問題をちょっと私ども今お聞きしていて、本当におっしゃられるように、

企業業績も向上してきているとかいろいろ出てきているというふうに言われるんですが、

どうも生産指数であるとか在庫の伸びだとか少しやはり懸念する要素があるなと思ってい

るんです。私はやはり一番大切なのは、また円高に持っていくと、先ほど通産大臣が指摘

されるように、本当にこの円高によって幾ら企業内利潤が上がっても、それを国内の再投

資に向けないで海外に設備投資をしてしまうというような状況が出てくるんじゃないか。 
 その意味でひとつ、これはもう要望事項になりますが、どうやらこの一、二カ月、日米、

そしてドイツとの間の国際協調も大変進んでいるんでしょうか、円が百円台にまで戻って

おりましたけれども、この点より一層、円が急騰しないようにぜひともお願いを申し上げ

ておきたいというふうに思います。 
 もう時間も余りありませんし、お昼休みに差しかかっていまして、本当に指摘したいと

思ったことがたくさんあったんですが、最後に一つ、ストックオプションという制度が今

度実は与党三党で景気対策の中に入ってきたわけです。 
 このストックオプション制度が導入をされるということは、恐らく企業家精神を持った

方々あるいは経営者の方々といいますか、あるいは従業員にだってこれは持ち株制度とい

う格好で出てくるわけで、大変大きな役割が期待をされるというふうに思うわけでありま

す。ただし、これは税制上の問題が非常に大きな問題になってまいりますので、大蔵当局

にこのストックオプションが今日の税制上どのように扱われるのか、ぜひお聞きをしてお

きたいというふうに思います。 
 
○政府委員（薄井信明君） 御指摘のように、今回の対策関係でストックオプションの提

案がされておりまして、現在法律改正が提案されていると聞いております。 
 そのストックオプションが導入された場合に、現行税制上どうなるかということをまず

申し上げますと、役員あるいは従業員がストックオプションの権利を行使いたしますと、

いわゆる権利行使時の価格と、これ時価になりますが、権利付与時の価格との差額、この

部分は現行税制上は役員あるいは従業員の経済的利益と見ることができますので、権利行

使時に課税をするということになろうかと思います。 
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 また、この株式を売却した場合には、売却時の時価と行使時の時価との差額がキャピタ

ルゲイン課税になるということが現行税制上の扱いでございます。 
 
○峰崎直樹君 今、大蔵当局は現行税制上からすればそういうことになるということで、

そうなると、アメリカなどに比較すると経営者、あるいはそのストックオプションの持っ

ている機能といいますか役割というもの、つまり企業家が本当にその企業に活力を与え、

生産性を与え、利益を与えるという、そういうインセンティブというものがややそがれる

のかなという感じはするわけです。 
 ただし、逆に現行の所得税制がかなり私は公正という観点で非常に重要な役割を果たし

ていると思っているわけです。その意味で、いわゆる景気刺激というか効率性という観点

と、それから公正性という観点、この二つが非常に二律背反をするような問題を持ってい

るんですが、この点、もし総理、ちょっとお聞きになられて御感想があれば。 
 私どもはこれらについてできる限り経済の効率性と公正性を申立できるように努力をし

ていきたいと思っているんですが、もし何か御感想があったらお聞かせいただいて、私自

身はそういう立場であるということで。局長、ございますか、あれば少し。 
 
○政府委員（薄井信明君） 御指摘のように、せっかく制度をつくったのにそれが動かな

いということでは意味がないという意味では、ストックオプションを動かそうという方向

からすれば、おっしゃるような御指摘になろうかと思います。 
 他方、税制上は現金で報酬をもらった方とストックオプションてもらった方で、現金で

もらった場合に当然課税するというのが世の中の常識になっているわけですから、その違

いをどう考えるのか。確かに外国には制度がありますので、この外国の制度だとか経済効

果、あるいはバランス論、すべてを含めて、これも通産省から八年度改正要望として出て

おりますので、これから議論をしてまいりたいと思っております。 
 
○国務大臣（村山富市君） 税というのは中立公正というものが前提ですけれども、せっ

かくそういう制度を導入するわけですから、二律背反性のところがありますけれども、し

かしここはやっぱり工夫して、その効果が上がるような対策というものは考えていく必要

があるというふうに思います。 
 
○峰崎直樹君 ありがとうございました。 
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